
～担当者からひとこと～
不法駐車は水防活動や消防活動などの妨げになるだけでなく、近隣住民には不快感を与え、迷惑となる

 
場合もあります。適切な車両管理をお願いいたします。

平成23年5月16日

今回の簡易代執行は、東朝日町の放置車両２台について行いました。

 
平成１９年頃より駐車されており、度重なる警告を行ってきましたが、

 
対処されないため今回の執行となりました。
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